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文教福祉委員会会議録 

 

令和６年１０月４日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時５８分閉議（実時間１０６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９３号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第７号（関係分） 

１．議案第１１４号・令和６年度八代市一般会

計補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第９６号・専決処分の報告及びその承

認について（令和６年度八代市一般会計補

正予算・第６号（関係分）） 

１．議案第１０３号・契約の締結について（八

代市立博物館大規模改修建築工事） 

１．議案第１０４号・契約の締結について（八

代市立博物館大規模改修機械設備工事） 

１．議案第１１６号・財産の取得について（追

認）（小学校教師用教科書及び指導書） 

１．議案第１１７号・財産の取得について（追

認）（小学校教師用デジタル教科書） 

１．議案第１１８号・財産の取得について（追

認）（中学校教師用教科書及び指導書） 

１．議案第１１９号・財産の取得について（追

認）（小学校教師用教科書及び指導書） 

１．議案第１０７号・熊本県後期高齢者医療広

域連合規約の一部変更について 

１．議案第１１１号・八代市国民健康保険条例

の一部改正について 

１．議案第１０９号・八代市個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部

改正について（児童手当法関係） 

１． 議案第１１０号・八代市個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部改正について（生活保護法関係） 

１．所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （公立保育所の現状と今後の取組につい

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  北 園 武 広 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 
 
 健康福祉部長 
            福 本 桂 三 君 
 （福祉事務所長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            吉 田   浩 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            䭜 田 美 樹 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 

  生活援護課長    萩 野 賢 志 君 
 
  健康推進課長 
            坂 井 健 治 君 
  （こども家庭センター副センター長兼務） 
 

  重点支援給付金事業推進室長 窪 田 智 昭 君 

  国保ねんきん課長  髙 﨑 博 文 君 
 
  こども未来課長 
            森 田 克 彦 君 
  （ こ ど も 家 庭 セ ン タ ー 長 兼 務 ） 
 

 教育部長       田 中 智 樹 君 

  教育部次長     松 本 康 祐 君 

  学校教育課長    加 賀 真 一 君 

  理事兼教育施設課長 稲 本 健 一 君 
 
  生涯学習課長 
            泉   宜 孝 君 
  （公民館館長兼務） 
 

  博物館未来の森ミュージアム副館長 上 角 愛美子 君 

 建設部 
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  営繕課長      五十嵐   誠 君 

 財務部 

  契約検査課長    角 田 浩 二 君 

                              

○記録担当書記     村 上 政 資 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、定刻と

なり定足数に達しましたので、ただいまから文

教福祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、令和２年７月豪雨並びに企業誘致用地

及び新八代駅周辺整備に関連する予算、事件、

条例案等につきましては、特別委員会に付託と

なりますので、御承知おきを願います。 

                              

◎議案第９３号・令和６年度八代市一般会計補

正予算・第７号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 最初に、予算議案

の審査に入ります。 

 まず、議案第９３号・令和６年度八代市一般

会計補正予算・第７号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳出の第３款・民生費及び第４

款・衛生費について、健康福祉部から説明を願

います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂

三君） 皆さん、おはようございます。（｢お

はようございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部

の福本です。本日はよろしくお願いいたします。

（｢よろしくお願いします」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第９３号・令和６年度八代市

一般会計補正予算・第７号、健康福祉部関係分、

第３款・民生費及び第４款・衛生費について、

吉田次長が説明いたします。よろしくお願いし

ます。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（吉

田 浩君） おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部、吉

田です。どうぞよろしくお願いいたします。

（｢よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）恐

れ入りますが、着座にて御説明させていただき

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（吉

田 浩君） それでは、議案第９３号・令和６

年度八代市一般会計補正予算・第７号中、健康

福祉部所管分について、御説明いたします。 

 予算書、３ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出になります。 

 款３・民生費、項３・生活保護費に７２万６

０００円を追加し、補正後の予算額を３２億７

８３４万３０００円とし、民生費の総額を１つ

上、２６７億９２６９万４０００円としており

ます。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費に１

２０万円を追加し、補正後の予算額を２１億６

６１１万４０００円としまして、補正後の衛生

費の総額を５２億７３９６万１０００円として

おります。 

 続きまして、１２ページをお願いします。 

 歳出の具体的な内容を御説明いたします。 

 下段の表、款３・民生費、項３・生活保護費、

目１・生活保護総務費で、生活保護事業に伴う

システム改修費として、委託料７２万６０００

円を計上しております。これは、生活困窮者自

立支援法等の一部改正により、就労自立給付金

の算定方法が改定されたことや進学準備給付金

の支給対象者が就職者にも拡大されたことに伴

い、生活保護業務におけるシステム改修が必要

となったため、委託料を補正するものです。 

 なお、特定財源としまして、国庫支出金２分

の１、３６万３０００円を予定しております。 

 １３ページをお願いします。 

 上段の表、款４・衛生費、項１・保健衛生費、
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目１・保健衛生総務費です。 

 がん患者アピアランスケア推進事業に１２０

万円を計上しております。これは、がん治療に

よる術後等の外見の変化を生じた際、医療用ウ

ィッグや乳房補整具等を着用することにより、

治療後もこれまでの生活を維持できるよう、外

見の変化を補完する用具の購入費用の一部を助

成するために必要な経費を補正するものです。 

 助成額は、対象者１人につき対象経費に２分

の１を乗じた額と、２万円のいずれか少ないほ

うの額としております。県が４月１日に遡及し

ますことから、本市においても同様の対応とし、

年間約６０件を見込んでおります。 

 なお、特定財源としまして、県支出金２分の

１、６０万円があります。 

 以上が、健康福祉部所管分の補正予算の説明

となります。御審議のほど、お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 生活保護事業の計算

式がちょっと変わったということを言われたん

ですけど、具体的にどういうふうになったのか

教えてもらえますか。 

○生活援護課長（萩野賢志君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）生活援護課の萩野です。よろしくお願いし

ます。 

 算定方法の見直しにおいては、就労自立給付

金のほうで一部算定見直しが行われております。 

 これまでの算定方法としましては、就労収入、

いわゆる給与、――仕事を始めてから、その就

労収入を保護費と調整する額の１０％を仮想的

に積み上げていった額、これが最大６か月間の

金額と最低支給額、単身世帯であれば２万円の

合計額で最終的な給付金の金額を決定しており

ましたが、今回の改正によりまして、１０％の

積み上げについては変化はないんですけれども、

最低支給額の２万円、これが基礎支給額という

ふうな考え方になりまして、単身世帯が２万円

であったのが４万円に引き上げられて、かつそ

の４万円が月を追うごとに減額されていくとい

う仕組みになります。 

 このことによって、短期で生活保護から脱却

された方についても一定額の給付金額を確保で

きるというメリットがございます。 

 以上が見直しの内容です。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 衛生費のがん患者への

補正予算の件なんですけど、６０人ということ

なんですけど、どういった背景があって６０人

という想定をされたんでしょうか。 

○健康推進課長（こども家庭センター副センタ

ー長兼務）（坂井健治君） 健康推進課の坂井

でございます。よろしくお願いいたします。 

 ６０件の根拠ということですけれども、熊本

労災病院、あと熊本総合病院のがん相談支援セ

ンターへのウィッグ等の年間相談件数がおよそ

６０件あったというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 労災病院と総合病院に

相談があった方が６０名だったということです

かね。６０件って、ほかに患者さんのがん患者

の方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思う

んですけど。 

○健康推進課長（こども家庭センター副センタ

ー長兼務）（坂井健治君） ６０件、こちら相

談件数が６０件で、またこれ市内の方に限った

わけでもございませんし、あと、逆に今度は熊

本大学病院とかそちらのほうにもいらっしゃい

ますので、厳密な数字ではございませんが、お

およそ６０件ぐらいではないかと見込んで、こ
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の数字で予算の要求をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 遡ってという形になる

んでしょうか、それとも、可決された後に、お

金――補助金を受け取ることができるのか、そ

の辺りも、要綱的なところですかね、もう少し

御紹介いただければと思います。 

○健康推進課長（こども家庭センター副センタ

ー長兼務）（坂井健治君） 要綱のほう、こち

らですね、県のほうも令和６年の４月１日に遡

及ということになっておりまして、当市のほう

もですね、まだ要綱のほう、決裁のほう下りて

おりませんが、そちらの４月１日に遡って実施

ということで検討しております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（大倉裕一君） がん患者の支援のこと

でお尋ねをしたんですけども、遡って支給しま

すということでもありましたし、ある程度概略

的な６０名というような数字でもあったという

ふうに思います。ということから不足する可能

性もあると考えますので、もし不足した場合に

はですね、しっかり補正でも対応していただく

ようなお願いをしておきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（橋本隆一君） 今の大倉議員と関連し

て、今後、周知に向けてですね取り組まれると

思いますので、今言われましたように周知のほ

うもですね、徹底して広報紙等、またラジオ等

を通じてですね、やっていただきたいと思いま

す。これは要望としてお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で、

第３款・民生費及び第４款・衛生費についてを

終了します。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１３分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第９款・教育費について、教育

部から説明を願います。 

○教育部長（田中智樹君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 それでは、議案第９３号・令和６年度八代市

一般会計補正予算・第７号中、教育部所管分に

つきまして、次長の松本より御説明いたします

ので、御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○教育部次長（松本康祐君） 皆様、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）教育部次長、松本でございます。よろ

しくお願いいたします。では、着座にて説明さ

せていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○教育部次長（松本康祐君） では予算書３ペ

ージをお願いいたします。 

 歳出の第９款・教育費に８３万７０００円を

追加し、補正後の額を５９億６２１８万２００

０円とするものです。 

 続きまして、予算書５ページの上段をお願い

いたします。 

 第４表の債務負担行為補正でございますが、

訴訟事務委託について、今後、訴訟終了までの

期間が不確定でありますことから、令和６年度

より訴訟契約終了年度までを期間として、債務
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負担行為の設定を行っております。 

 それでは、歳出の具体的内容について説明い

たします。 

 予算書１４ページを御覧ください。 

 一番下の表、款９・教育費、項１・教育総務

費、目２・事務局費に８３万７０００円を計上

いたしております。 

 この学校教育訴訟関係事業でございますが、

これは市内小学校における児童への対応につい

て、その保護者から学校の設置者である市に対

し、令和６年８月２２日に訴状が届いたもので

す。これに対し、今後の裁判の日程等を考慮し、

適正かつ迅速に対応するため、訴訟に関する経

費として委託料８３万７０００円を補正するも

のでございます。 

 内訳といたしまして、弁護士へ支払う着手金

３８万５０００円、弁護士への旅費・日当、５

万４０００円掛ける８回分として４３万２００

０円、手続に要する印紙代、郵送代等の実費立

替金２万円となっております。 

 なお、訴状内容につきましては、原告より閲

覧等の制限の申立てが裁判所に提出されており、

具体的な内容についてお答えできない部分もご

ざいますことに御了承いただければと思います。 

 以上が、教育部が提案いたしております補正

予算・第７号の内容でございます。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 訴訟ということで、

訴状の内容も限定されるということみたいなん

ですが、話せる範囲でいいので、どういった内

容だったかというのを教えていただけますか。 

○委員長（成松由紀夫君） 話せる範囲で結構

ですよ。 

○学校教育課長（加賀真一君） 学校教育課の

加賀でございます。よろしくお願いいたします。 

 市立学校におきましての児童への対応につき

まして、学校の設置者である市に対して損害賠

償という部分での訴状の送達がなされておると

いう事案でございます。 

 内容につきましては、先ほど次長からありま

したとおり制限がかかっていますので、控えさ

せていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（堀口 晃君） 訴状については、話す

ことはできないということなんですが、そこに

至るまでの経緯という部分の中において、保護

者の部分と教育委員会もしくはその学校と、こ

こでの折り合いについてはできなかったから訴

状になったんですかね。もういきなり訴訟する

というようなことになったのか、ここは答えら

れますか。 

○学校教育課長（加賀真一君） 失礼いたしま

す。 

 先ほど委員からお尋ねあった経緯につきまし

ては、市教育委員会としても情報のほうは得て

おりました。その部分で、当事者と学校のほう

でいろいろやり取りをして、教育委員会もちろ

ん関わっております。その部分で、いろいろ熟

議してまいりましたが、なかなか平行線のまま

で折り合いがつかなかったという部分がありま

した。 

 以上でございます。（委員堀口晃君「はい、

分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） 努力をした結果と

いうことですね。よろしいですね。 

○委員（堀口 晃君） 了解です。はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（成松由紀夫君） よろしいですね。 

 なければ、これより採決いたします。 

 議案第９３号・令和６年度八代市一般会計補

正予算・第７号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１４号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１１

４号・令和６年度八代市一般会計補正予算・第

８号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 それでは、歳出の第１０款・災害復旧費中、

教育部所管分について説明を願います。 

○教育部長（田中智樹君） それでは、引き続

き、議案第１１４号・令和６年度八代市一般会

計補正予算・第８号中、教育部所管分につきま

して、次長の松本より御説明いたしますので、

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○教育部次長（松本康祐君） 引き続き、よろ

しくお願いいたします。では、着座にて説明さ

せていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○教育部次長（松本康祐君） では予算書２ペ

ージをお願いいたします。 

 歳出の１０款・災害復旧費、項４・文教施設

災害復旧費に２６０万３０００円を追加し、補

正後の額においても同額の２６０万３０００円

でございます。 

 それでは、歳出の具体的内容について説明い

たします。 

 予算書の９ページを御覧ください。 

 上段の表、款１０・災害復旧費、項４・文教

施設災害復旧費、目１・公立学校施設災害復旧

費に２３０万円を計上いたしております。これ

は、令和６年８月２９日の台風の影響により、

八代支援学校敷地北側斜面において、落石など

地形の変化が確認され、土砂崩落の危険性が高

まったことから、崩落対策に要する経費につい

て補正するものでございます。 

 内訳といたしまして、来年度、崩落対策工事

を行うための測量や実施設計に要する経費を委

託料として１００万円、また、崩落部分の土砂

等撤去経費を工事請負費として１３０万円を計

上するものです。 

 別添で、右肩に教育部、教育施設課、生涯学

習課と記載してあります議案第１１４号関係資

料を御覧ください。 

 崩落部分の土砂等撤去につきましては、資料

１ページ、２ページでございます。 

 まず、１ページに八代支援学校及びその周辺

を含めた地図を載せております。ここでは、崩

落箇所の位置を示しております。 

 続きまして、２ページ上段はさらに詳しく、

航空写真により八代支援学校と近接民家の境界

について示したものでございます。 

 下段の現況写真を御覧ください。 

 一部崩落した土砂がのり面下に近接する民家

の下屋部分まで入り込み、また、不安定となっ

た地盤上部の樹木や土砂が、今後の台風などの

影響により、近接する民家にさらに重大な被害

を与えるおそれがありますことから、早急な対

応を行うため、当該部分の崩落土砂及びその上

部にある樹木を撤去するものでございます。 

 なお、こちらにつきましては、緊急施工とし

て業者に発注済みであり、現在、業者が工事に

入るための準備を行っているところです。 

 特定財源といたしましては、地方債、一般単

独災害復旧事業債で経費の全額２３０万円を予

定しております。 

 予算書９ページにお戻りください。 

 款１０・災害復旧費、項４・文教施設災害復
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旧費、目２・社会教育施設災害復旧費に３０万

３０００円を計上いたしております。これは、

今回の台風の影響により破損しました社会教育

センター設備の撤去等に要する経費について補

正するものでございます。 

 内訳といたしましては、坂本町にあります久

多良木社会教育センターで、窓ガラス２か所の

修繕費用で５万７０００円、また、泉町の仁田

尾社会教育センターで、敷地内の倒木並びにこ

れに伴って傾倒いたしました電灯の撤去費用と

して、２４万６０００円を計上するものです。 

 再度、議案第１１４号関係資料を御覧くださ

い。 

 社会教育センターの設備撤去等につきまして

は、資料３ページ、４ページでございます。 

 ３ページは、久多良木社会教育センターの被

害状況でございます。上段は２か所のガラス破

損の場所、下段はその状況写真でございます。 

 続いて４ページは、仁田尾社会教育センター

の被害状況でございます。上段は、敷地内の倒

木及び電灯傾倒の場所、下段はそれらの状況写

真でございます。 

 なお、特定財源といたしまして、地方債、一

般単独災害復旧事業債で、経費のうち２０万円

を予定しております。 

 以上が教育部が提案いたしております補正予

算・第８号の内容でございます。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 八代支援学校の斜面崩

壊のほうですけども、これ仮復旧の費用までで

すよね。本復旧の予定というのはいつ頃実施さ

れる予定なのかというのは分かりますか。 

○理事兼教育施設課長（稲本健一君） 委員御

質問のですね、回答とさせていただきたいんで

すけれども、来年度――令和７年度の当初予算

のほうで、今設計を行いまして、来年度の当初

予算のほうに工事費については、計上させてい

ただきたいと思っています。来年度中に工事を

行う予定としております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 今のは了解しました。 

 社会教育施設のほうなんですけど、仁田尾社

会教育センターの電灯設備撤去のみなんですが、

これもう不要ということで、今後は使用しない

という方針でよろしいですか。 

○生涯学習課長（公民館館長兼務）（泉 宜孝

君） 生涯学習課の泉でございます。 

 先ほど委員御質問の仁田尾の社会教育センタ

ーの電灯の撤去の件なんですが、現在のところ、

撤去するだけということでやっておりまして、

以前からも、こちらの電灯については電気が通

っておらず、使用されていないということで、

撤去するだけという形になります。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で、

第１０款・災害復旧費中、教育部所管分につい

てを終了いたします。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午前１０時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２８分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第１０款・災害復旧費中、健康

福祉部所管分について、説明を願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂
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三君） 健康福祉部です。 

 議案第１１４号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第８号、健康福祉部関係分、第１０

款・災害復旧費について、吉田次長が説明いた

します。よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（吉

田 浩君） 健康福祉部、吉田です。恐れ入り

ますが、着座にて御説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（吉

田 浩君） それでは、議案第１１４号・令和

６年度八代市一般会計補正予算・第８号中、健

康福祉部所管分について御説明いたします。 

 予算書２ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出になります。 

 下段の表、款１０・災害復旧費、項３・厚生

施設災害復旧費に３０万円を追加し、補正後の

予算額を３０万円としまして、補正後の災害復

旧費の総額を９億３２６５万８０００円として

おります。 

 続きまして、８ページをお願いします。 

 歳出の具体的な内容を御説明いたします。 

 下段の表、款１０・災害復旧費、項３・厚生

施設災害復旧費、目１・保健衛生施設災害復旧

費で、保健衛生施設災害復旧事業に３０万円を

計上しております。これは、令和６年８月２９

日未明の台風１０号により、本市保健センター

敷地内にあります自転車駐輪場の屋根が損壊い

たしました。屋根材の落下等による危険防止の

ため、修繕に係る費用を補正するものです。 

 なお、特定財源としまして全額、市債を予定

しております。 

 以上が、健康福祉部所管分の補正予算の説明

となります。御審議のほど、お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） よかったらですね、被

害現場の写真を出していただくと、こういう状

況だったんだなというふうに分かりますので、

今回はもう結構ですので、次回から提出してい

ただくように要望しておきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１４号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第８号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９６号・専決処分の報告及びその承認

について（令和６年度八代市一般会計補正予

算・第６号（関係分）） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、事件議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第９６号・令和６年度八代市一般

会計補正予算・第６号中、当委員会関係分に係

る専決処分の報告及びその承認についてを議題

とし、説明を求めます。 

 それでは、歳出の第３款・民生費について、

健康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂

三君） 健康福祉部です。 

 議案第９６号・専決処分の報告及びその承認

について、令和６年度八代市一般会計補正予

算・第６号、健康福祉部関係分を䭜田次長が説

明いたします。よろしくお願いします。 
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○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（嚨

田美樹君） おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部、䭜

田です。よろしくお願いいたします。失礼して、

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（嚨

田美樹君） 議案第９６号・専決処分の報告及

びその承認について。 

 議案書は１９ページからになります。 

 それでは、令和６年度八代市一般会計補正予

算・第６号について説明させていただきます。 

 これは令和６年度において、新たに個人住民

税が非課税となるなど、低所得となった世帯に

対して、１世帯当たり１０万円を給付する物価

高騰重点支援給付金について、対象世帯の増加

や給付要件の緩和等により、給付費が不足する

ため補正するもので、対象世帯に速やかに支給

を行う必要があったことから、令和６年８月２

日に専決処分を行ったものです。 

 まず、２４ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下段の表、歳出

ですが、款３・民生費、項１・社会福祉費で、

補正額１億円を追加し、補正後の予算額は１３

４億９４８６万６０００円としております。 

 民生費の総額は１つ上になりますが、２６７

億９１９６万８０００円としております。 

 続きまして、２８ページをお願いします。 

 歳出の具体的な内容を説明させていただきま

す。 

 下段の３、歳出の表の款３・民生費、項１・

社会福祉費、目６・電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援給付金給付事業費で、補正額１億

円を計上しております。 

 給付対象は、基準日である令和６年６月３日

において、住民基本台帳に記載されている方で、

令和６年度の個人住民税均等割が非課税となっ

た方のみで構成されている世帯、または、令和

６年度の個人住民税所得割が課せられていない

方のみで構成されている世帯となっています。 

 今回、世帯分離、離婚などによる世帯数の増

加や新たな非課税世帯の増加、また、予算編成

後に国から示された外国籍の市民を対象とする

などの対象者要件の緩和等により、給付対象世

帯数が想定していた２４００世帯から１０００

世帯ほど増加したため、１世帯当たり１０万円

の給付費として１億円を計上したものです。 

 なお、特定財源として、国庫支出金の１０分

の１０を予定しております。 

 速やかに給付を実施するために、対象世帯に

は既に確認書を送付しており、返送があったも

のを審査の上、順次給付を行っているところで

す。 

 給付の状況としましては、９月末までに２３

５２世帯、２億３５２０万円の給付を行ってお

り、対象世帯の７４.３８％に給付が終了して

おります。 

 以上で、議案第９６号・専決処分の報告及び

その承認についての説明とさせていただきます。

御承認のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀口 晃君） 今の御説明で２４００

世帯から約１０００世帯増えたというふうなこ

とで１億円ということで、増えた要因というふ

うな部分の分析なんかはされていますか、ちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。 

○重点支援給付金事業推進室長（窪田智昭君） 

 皆さん、おはようございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり）重点支援給付金事

業推進室の窪田と申します。お答えいたします。 

 予算編成時なんですが、こちらのほうはです

ね、概要的なものしか示されておらず、昨年度

から実施していた内容の中で想定される世帯数

ということで、予算の計上をさせていただいて
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おりました。 

 予算成立後、国から事業の詳細な説明があっ

たこと、給付対象の詳細が判明したこと、その

中で、離婚後に子育てをする世帯とかですね、

外国籍での市民の方についての要件の緩和、こ

ちらの要件なんですが、実は令和５年度は課税

で令和６年度に非課税になった世帯ということ

での対象だったんですが、外国人の方、前年度

税情報がない方でもみなしで、もう本人の申請

で非課税であったよということであれば非課税

ということで、みなし課税を利用するというこ

とも出てきましたものですから、こういったの

を含めてですね、世帯数の自然増も含めて１０

００世帯だったというところで、一応、そうい

うことで約１０００世帯、１０万円で１億円と

いうことで計上しております。 

 以上お答えとします。 

○委員（堀口 晃君） よく分かりました。 

 その中でですね、最初の令和５年度の分につ

いては概要であったということで、ちゃんとし

た、こういうことだよって分かる。その割合の

中で外国人の割合というのは、かなりウエート

を占めているもんなんですか、それともほかに、

非課税世帯の増えた要因というのは、何が一番

大きな要因だったということが、そこはお分か

りになりますかね。 

○重点支援給付金事業推進室長（窪田智昭君） 

 お答えいたします。 

 現状なんですが、外国人の割合というものが、

実は物すごく増えたかというとそうではないで

す。 

 実は、対象となる外国人の方に関しては、審

査、調査項目がもちろん出てきますので、通常

確定されている１０万円の支給世帯とは別に、

用紙を変えまして、いろんな記述が、――どこ

にいたとか前にどこにいらっしゃったとかいう

のも全部調査する中で、かなりの方がですね、

実は対象にならない、要件を満たさないという

方も出てきております。ですので、詳細な数等

はですね、まだ全て出ておりませんが、当初１

０００世帯のところに対象となるかもしれない

というところで含まれた方のうちですね、結構

な割合の方、半分以上、半数以上の方がやっぱ

対象にならなかったというところになって、現

状では把握はしております。 

 ただ、詳細な数については、今後全ての給付

業務が終わった後に割合として出す予定でござ

いますので、そこまで、この事業についての詳

細というところは、現時点では出てないという

形になります。（委員堀口晃君「ありがとうご

ざいました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（増田一喜君） さっきの説明で、これ

まで２億数千万円ぐらい支払い済みだというこ

とだけ、この補正では１億円出ていますよね国

庫から。これで足りるんですかね。 

 次、出てこられた人に対応をして支払う金額

というのはこれ１億円で足りるんですかね。足

りなければ、市が出さないけんとかな。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂

三君） 以前、補正で組んでいただいた分が２

億４０００万円ございまして、この今回の段階

で今度は１億円補正させていただいて、今予算

としては３億４０００万円ありますので、その

中から支給させていただくように考えておりま

す。（委員増田一喜君「よろしくどうぞ」と呼

ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。よろしいですか。 

○委員（橋本隆一君） すいません。 

 給付割合が７４％程度ちゅうことだったです。

まだ間に合うんですかね。そのもらわれてない

方に対してのさらなる周知というのは何かこう

ありますですか。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂
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三君） 申請期限をですね１０月末日というこ

とで今、申請期限がなっておりまして、まだ申

請をされていない方に対しましては、再度はが

き等で勧奨通知を行う予定としております。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） もしかしてですね、例

えばいろんな障害とかあるいは高齢とか等によ

ってですね、書かれてある内容そのものの理解

ができないとかいう方、というのは分からない

ですよね、本課のほうではですね。 

 だから、後から聞いてから、あらそれはすり

ゃよかったたいということはないようにしてい

ただきたいと思うんですけども、何か、そうい

う手だてがあればなと思ったんですが。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂

三君） なかなかそこまでは、ちょっと行政と

してはなかなか難しいんですけど、１回目を差

し上げまして、それも８月――お盆の前に通知

等を差し上げておりまして、それが分からない

部分だったら家族等がちょっと見てあげるとか、

そういう部分の中でちょっと早めに通知が着い

ておりまして、今回についてもまた再度ですね、

はがきを送って、分からない部分については、

家族等か、知り合いの方にもうちょっと見てい

ただくというような部分をしていただくように

お願いはしたいところですね。 

 以上です。（委員橋本隆一君「すいません。

ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（大倉裕一君） 今、橋本委員から大切

なお尋ねがあって回答もあったんですけども、

役所の仕事は市民のためにですね、立っていた

だくためにあると言っても過言ではないと思う

んですけど、やはりその通知を出されるときに、

御不明な点はお気軽に役所のほうにお問合せく

ださいという一言、一文を入れとっていただく

ことが一番大事じゃないかなというふうに思い

ます。 

 私もそういった方に当たりましたので、橋本

委員の質問で今思い出しとったんですけど、ぜ

ひその辺りですね、部のほうで検討していただ

きたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第９６号・令和６年度八代市一般会計補

正予算・第６号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は承認されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４６分 本会） 

◎議案第１０３号・契約の締結について（八代

市立博物館大規模改修建築工事） 

◎議案第１０４号・契約の締結について（八代

市立博物館大規模改修機械設備工事） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０３号・八代市立博物館大規

模改修建築工事に係る契約の締結について及び

議案第１０４号・八代市立博物館大規模改修機

械設備工事に係る契約の締結については、関連

がありますので、本２件を一括議題とし、採決

については、個々に行うことといたします。 

 それでは、本２件について、一括して説明を

求めます。 
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○営繕課長（五十嵐誠君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

営繕課の五十嵐でございます。よろしくお願い

いたします。 

 議案第１０３号・１０４号・契約の締結につ

きましては、関連する工事の契約案件でござい

ますことから一括して御説明いたします。 

 工事関係につきましては、営繕課、五十嵐の

ほうから、その後、契約検査課、角田課長より

入札・契約関係につきまして説明を行いますの

で、よろしくお願いいたします。恐れ入ります

が、着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○営繕課長（五十嵐誠君） 議案書は４３ペー

ジから４５ページになります。 

 説明につきましては、別資料の右上、委員会

資料、令和６年１０月４日文教福祉委員会と記

載があります契約の締結について、八代市立博

物館大規模改修建築工事、八代市立博物館大規

模改修機械設備工事に関する資料にて御説明を

させていただきます。 

 それでは、資料の２ページをお願いします。 

 議案第１０３号の建築工事について説明いた

します。 

 番号、令和６年度営工第１５号、件名、八代

市立博物館大規模改修建築工事、工事場所、八

代市西松江城町１２番３５号、契約の相手方、

株式会社豊岡建設、契約金額２億８７９８万円、

契約予定工期、議決日から令和８年２月２７日

までとしております。工事の目的は、八代市立

博物館大規模改修工事の建築工事を行うもので

ございます。 

 次に、工事の概要ですが、改修する博物館の

施設の概要は、敷地面積８９９７.８平米、構

造は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造４階建て、

床面積３４１８.３１平米でございます。 

 本議案の建築工事の工事概要といたしまして

は、展示室などの床、壁、天井の改修、展示ケ

ースの改修、玄関自動ドアの新設を行います。

屋内改修工事一式、屋上防水、玄関アプローチ

タイルや駐車場舗装を改修いたします屋外改修

工事一式、一般エレベーター１基、貨物用エレ

ベーター１基を更新いたしますエレベーター改

修工事一式でございます。 

 次に、資料３ページをお願いいたします。 

 議案第１０４号の機械設備工事について御説

明いたします。 

 番号、令和６年度営工第１７号、件名、八代

市立博物館大規模改修機械設備工事、工事場所、

八代市西松江城町１２番３５号、契約の相手方、

金剛設備工業・向洋設備工業建設工事共同企業

体、契約金額５億６４３０万円、契約予定工期、

議決日から令和８年２月２７日までを予定とし

ております。工事の目的は、八代市博物館大規

模改修工事の機械設備工事を行うものでござい

ます。 

 次に、工事の概要ですが、本議案の機械設備

工事の概要といたしまして、機械設備工事一式

で、主な内容といたしまして、給排水・衛生設

備、給湯設備、空調換気設備、温湿度自動制御

設備、消火設備などでございます。 

 また、その他といたしまして、本契約案件で

あります議案第１０３号の建築工事、１０４号

の機械設備工事以外に電気設備工事を別途工事

といたしまして、別発注しております。 

 次に、資料の４ページをお願いいたします。 

 博物館の配置図でございます。 

 図面の右側が県道八代港大手町線でございま

す。斜線部分が博物館本体を示しております。

建築工事にてピンク色部分を駐車場舗装改修を

行います。 

 次に、資料５ページから８ページを御覧くだ

さい。 

 １階から４階部分の平面図でございます。 

 建築工事の内容を示しているものでございま

す。黄色で示されているものが屋内改修の範囲
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となります。また、水色で示している部分が、

一般エレベーターと貨物用エレベーターの部分

でございます。ピンクで示されている部分は屋

上部分となり、防水改修を行います。 

 次に、資料９ページから１２ページを御覧く

ださい。 

 こちらも１階から４階部分の平面図でござい

ますが、機械設備工事の内容をお示ししており

ます。グリーンで示している部分が、空調換気

設備と温湿度自動制御設備を改修する範囲でご

ざいます。また、ブルーで示しているものが給

排水・衛生設備を改修する部分で、主にトイレ

改修部分を示してございます。最後に赤で示し

ている部分は消火設備を改修するもので、主に

屋内消火栓などを示してございます。 

 以上、工事関係の概要説明とさせていただき

ます。引き続き、入札・契約関係につきまして、

契約検査課、角田課長より御説明いたします。 

○契約検査課長（角田浩二君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）契約検査課、角田でございます。よろしく

お願いいたします。 

 入札・契約案件につきまして、着座にて御説

明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○契約検査課長（角田浩二君） 失礼いたしま

す。 

 それでは、建築工事の入札・契約関係の内容

から御説明をいたします。 

 資料１３ページをお願いいたします。 

 １、競争入札に関する事項を御覧ください。 

 本案は八代市制限付一般競争入札実施要領に

基づきまして、令和６年７月２６日に制限付一

般競争入札に付すことを公告いたしました。こ

こで申します制限付とは、競争入札参加資格に

一定の要件がついていることでございます。 

 要件の具体的な内容といたしましては、下段

の２、競争入札に参加する者に必要な資格を御

覧ください。 

 主な要件といたしましては、八代市建設工事

共同企業体運用基準に基づきまして、その共同

企業体の構成員の数を２者または３者とし、代

表構成員が本市の有資格者名簿における建築一

式工事の格付Ａ級の登録事業者で、その他の構

成員が同じく建築一式工事のＡまたはＢ級の登

録事業者であり、全ての構成員が八代市内に営

業所を有するものといたしております。 

 また、代表構成員につきましては、過去１５

年間の県内の公共工事において、元請として建

築工事を施工した実績があるものといたしてお

ります。さらに、配置技術者に関しましては、

１級建築施工管理技士等の資格を有する者か、

建築一式工事の監理技術者を専任で配置するこ

とを要件といたしております。 

 なお、本件は、令和６年６月１９日に、ただ

いま説明いたしました要件にて制限付一般競争

入札として公告し、入札を行いましたが、応札

がなく、不調となった案件でございます。 

 そこで今回、入札を行うに当たりまして、本

施設が、市民及び来訪者が利用する文化施設で

あり、休館が延びることの影響が大きく、早急

な復旧を求められていること、また、今回の改

修が休館期間内に終了するためには、建築、電

気、機械設備の改修工事を連携して進めていく

必要があることから、早期の工事着手・完了を

図るため、建設工事共同企業体に加え、（２）

のとおり、単体有資格事業者として、八代市工

事入札参加者資格審査格付要領に基づき、本市

の有資格者において、建築工事の格付がＡ級で

あり、市内に本社、本店などの主たる事業所を

有するものを参加できるものといたしておりま

す。 

 実績及び配置技術者に関する要件につきまし

ては、建設工事共同企業体と同等といたしてお

ります。 

 最後に、３、開札及び結果を御覧ください。 
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 公告日の翌日から、資格確認申請書及び入札

書の受付を行い、建設業法で定める公告、見積

り期間を経た８月１９日に開札を行った結果、

１者より入札があり、株式会社豊岡建設が２億

６１８０万円で落札され、予定価格に対する落

札率は９８.８３％でございます。 

 なお、契約金額については、落札額に消費税

を加算いたしました２億８７９８万円で議会の

議決をいただいたとき、本契約となる条件を付

した仮契約を８月２６日に締結したところでご

ざいます。 

 続いて、機械設備工事の入札・契約関係の内

容を御説明いたします。 

 ４、競争入札に関する事項を御覧ください。 

 本案は、八代市制限付一般競争入札実施要領

に基づきまして、令和６年６月１９日に制限付

一般競争入札に付すことを公告いたしました。 

 制限の具体的な内容につきましては、下段の

５、競争入札に参加する者に必要な資格を御覧

ください。 

 主な要件といたしましては、八代市建設工事

共同企業体運用基準に基づきまして、その共同

企業体の構成員の数を２者または３者とし、代

表構成員が本市の有資格者名簿における管工事

の格付Ａ級の登録事業者で、その他の構成員が

同じく管工事のＡまたはＢ級の登録事業者であ

り、全ての構成員が八代市内に営業所を有する

ものといたしております。 

 また、代表構成員につきましては、過去１５

年間の県内の公共工事において、元請として管

工事を施工した実績があるものといたしており

ます。 

 さらに、配置事業者に関しましては、１級管

施工管理技士等の資格を有する主任技術者か、

管工事の監理技術者を専任で配置することを要

件といたしております。 

 最後に、６、開札及び結果を御覧ください。 

 公告の翌日から資格確認申請書及び入札書の

受付を行い、建設業法で定める公告、見積り期

間を経た７月１０日に開札を行った結果、５者

の共同企業体より入札がございまして、金剛設

備工業・向洋設備工業建設工事共同企業体が５

億１３００万円で落札されており、予定価格に

対する落札率は９８.９４％でございます。 

 なお、当該建設工事共同企業体とは、消費税

を加算いたしました契約金額５億６４３０万円

で議会の議決をいただいたとき、本契約となる

条件を付した仮契約を７月２４日に締結したと

ころでございます。 

 以上で御説明を終わります。御審議のほど、

よろしくお願いをいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について、一括して質疑を行います。質疑

ありませんか。 

○委員（橋本隆一君） 工事そのものに関して

というよりもですね、この期間に先ほど言われ

ました休館日を設けると思うんですが、大体ど

れくらいの休館日を設けられる予定なんですか。 

○博物館未来の森ミュージアム副館長（上角愛

美子君） 失礼します。博物館の上角です。 

 休館の期間でございますけれども、既に今年

度の７月から休館をいたしておりまして、工事

期間の来年度いっぱいを休館期間としたいと考

えております。既にそれにつきましては、広報

もいたしております。 

 以上です。（委員橋本隆一君「分かりました。

すいません、知りませんでした。申し訳ないで

す」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） 建築のほうなんだけど

も、単体有資格者業者ということで１者しか応

札がなかったっちゅうことですけれども、これ

はどういう理由ですかね。 

○契約検査課長（角田浩二君） 今、御指摘い

ただきました件なんですが、指名競争入札であ
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れば、通常であればですね、１０者指名を行っ

ており、指名と同等の参加者があるところなん

ですが、一般競争入札につきましては、参加者

を見込むことが非常に難しいことでございます。 

 今回は建築工事のＡクラスの有資格者１３者、

Ｂクラスの有資格者１４者ありますが、建築一

式工事でございますので、建築請負金額８００

０万以上の工事になりますので、建設業法上、

配置技術者の選任が必要で、手持ち工事の都合

とかもございまして参加を見送られたというこ

とも考えられまして、今回は１者のみの入札だ

ったのかなということで考えております。（委

員増田一喜君「分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 まず、議案第１０３号・八代市立博物館大規

模改修建築工事に係る契約の締結については、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 次に、議案第１０４号・八代市立博物館大規

模改修機械設備工事に係る契約の締結について

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時０３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０４分 本会） 

◎議案第１１６号・財産の取得について（追認）

（小学校教師用教科書及び指導書） 

◎議案第１１７号・財産の取得について（追認）

（小学校教師用デジタル教科書） 

◎議案第１１８号・財産の取得について（追認）

（中学校教師用教科書及び指導書） 

◎議案第１１９号・財産の取得について（追認）

（小学校教師用教科書及び指導書） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１６号・小学校教師用教科書

及び指導書に係る財産の取得について（追認）、

議案第１１７号・小学校教師用デジタル教科書

に係る財産の取得について（追認）、議案第１

１８号・中学校教師用教科書及び指導書に係る

財産の取得について（追認）及び議案第１１９

号・小学校教師用教科書及び指導書に係る財産

の取得について（追認）は、関連がありますの

で、本４件を一括議題とし、採決については、

個々に行うことといたします。 

 それでは、本４件について、一括して説明を

求めます。 

○学校教育課長（加賀真一君） 学校教育課の

加賀でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第１１６号・財産の取得について（追認）（小

学校教師用教科書及び指導書）、議案第１１７

号・財産の処分について（追認）（小学校教師

用デジタル教科書）、議案第１１８号・財産の

取得について（追認）（中学校教師用教科書及

び指導書）、議案第１１９号・財産の取得につ

いて（追認）（小学校教師用教科書及び指導書）

につきまして、一括して御説明いたします。そ

れでは、着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○学校教育課長（加賀真一君） 議案２ページ

をお願いいたします。 

 議案第１１６号・財産の取得について（追認）
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でございます。 

 １、取得した財産、小学校教科書採択に伴う

教師用教科書及び指導書、２、取得金額５６１

８万１８９円、３、契約の相手方、合名会社庄

野学生堂及び合名会社庄野学生堂八代店、４、

契約日、令和２年４月１日でございます。 

 次に、提案理由ですが、予定価格２０００万

円以上の動産を取得するには、八代市有財産の

取得、または処分に関する条例第２条の規定に

基づき、事前に議会の議決を経た上で契約を締

結し、買入れを行うべきでございましたが、議

会の議決を経ずに行っていたため、追認を求め

るものでございます。 

 以降の議案につきましては、１、取得した財

産名、２、取得金額、４、契約日のみ申し上げ

ます。 

 ３ページでございます。 

 議案第１１７号です。１、取得した財産、小

学校教科書採択に伴う教師用デジタル教科書、

２、取得金額２６４９万２００円、４、契約日、

令和２年４月１日でございます。 

 ４ページでございます。 

 議案第１１８号です。１、取得した財産、中

学校教科書採択に伴う教師用教科書及び指導書、

２、取得金額２３２０万５５１４円、４、契約

日ですが、令和３年４月１日でございます。 

 ５ページです。 

 議案第１１９号となります。 

 １、取得した財産、小学校教科書採択に伴う

教師用教科書及び指導書、２、取得金額１億８

２９万７３６６円、４、契約日、令和６年４月

１日でございます。 

 続きまして、別途配付しております説明資料、

一枚物でそちらを御覧ください。 

 表題が、議会の議決を経ずに行った教師用教

科書及び指導書の購入についてというのがござ

います。 

 対象案件は、過去５か年分の４件でございま

して、それぞれにおける教師用教科書、指導書、

デジタル教科書の購入冊数は、令和２年４月分

は、教師用教科書７５３８冊、指導書３３６１

冊、デジタル教科書３２８冊でございました。 

 令和３年４月分は、教師用教科書２０１０冊、

指導書９７９冊でございました。 

 令和６年４月分は、教師用教科書６８９８冊、

指導書３５５９冊、デジタル教科書６７２冊で

ございます。 

 次に、発覚した経緯ですが、他の自治体にお

ける同様の案件の新聞報道を受けまして確認し

ましたところ、本市におきましても、議会の議

決に付さずに購入していたことが判明したもの

でございます。 

 最後に再発防止についてです。 

 まず、議会の議決に付さなければならない財

産の取得基準と関係法令について改めて全庁に

周知を行うとともに、契約事務手続を進める際

のチェック体制を強化し、再発防止に努めてま

いります。 

 次に、予算編成過程で該当案件を把握すると

ともに、事業の着手から完了までのスケジュー

ルを確認し、適切な時期に適切な方法で予算計

上することについて徹底を図ってまいります。 

 以上が、議案第１１６号から議案第１１９号

の内容でございます。審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について、一括して質疑を行います。質疑

ありませんか。 

○委員（増田一喜君） 令和２年４月から、こ

れがちょっとミスったみたいになっております

けん。それまでちゃんとやってたんでしょう。

なぜここでこういうふうな状況が起きてきたん

ですか。 

○学校教育課長（加賀真一君） 先ほど申しま

したとおり、認識不足のところもございまして、

他自治体の新聞報道を受けて把握をしました。 
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 それ以前につきましても、恐らく教科書の金

額は変わっておりませんので、同様の部分で承

認を得ていなかったものと思われます。 

 ただ、課が予算執行に関する文書の保存期間

が５年というふうでございますので、５年前ま

で遡って確認したところ、令和２年、３年、６

年、合わせて４件が確認されましたので、今回

この４件の承認をお願いするものでございます。 

○委員（増田一喜君） ということは、以前も

あったということですけれども、それはようや

く５年前から、適正にするようになりましたと

いうことですね。（学校教育課長加賀真一君

「５年前……、はい。５年前分」と呼ぶ）今後

もそのようにきちんとやっていただきたいと思

います。今、意見です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 対岸の火事をですね、

例に、今回市のほうでも確認をされたというと

ころについてはですね、一定の評価をしたいと

いうふうには思っております。 

 ただ、市長からの提案もあったわけですけど

も、他市のほうでは、責任を取って記者会見を

されたりとかですね、そういったところも拝見

をしているところなんですけど、今回八代市は、

どこに責任があるというふうに、感じ、認識さ

れているんでしょうか。その点お聞かせくださ

い。 

○委員長（成松由紀夫君） 責任の所在ですか。

答えれる範囲でどうぞ。 

○学校教育課長（加賀真一君） まずは、該当

する本課であります学校教育課の認識、そこが

十分できていません。その部分に、まずは原因

があるというふうに本課では考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） この案件はまた、

追認分はほかの課もありますので、その辺も含

めて質問のほうをお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 今後の予定として、記

者会見開いて、こういった案件がありましたと

いうようなおわびとか、そういったところをさ

れるような計画、そういったものはあるんでし

ょうか。 

○学校教育課長（加賀真一君） 他市等での自

治体でも起きておりますので、他市等の状況を

こちらでも確認をしまして、またその分、検討

したいと考えております。 

○委員長（成松由紀夫君） 田中教育部長、何

かありませんか、その点。 

○教育部長（田中智樹君） 部長の田中です。 

 今回の案件につきましては、庁内でも慎重審

議いたしました結果なんですけども、特に、市

民の方々に不利益なことをする、与えたという

ことではございませんので、記者会見等、委員

お尋ねのあった分については、現在予定をして

おりません。 

○委員長（成松由紀夫君） ほか。 

○委員（大倉裕一君） いや部長。 

 今の不利益という部分はちょっと引っかかり

ますよね。議会にかけなければいけなかった案

件を議会にかけてないんですよ。不利益になら

ないんですか。通常はきちんと議会にかけて、

その手続を怠っているわけですよね。事務的な

プロですよ。 

○教育部長（田中智樹君） 委員のおっしゃる

ことも、もちろん十分理解できるんですけども、

今回の件につきましては、その事務手続に一定

の認識の違いがあったということでですね、契

約の手続自体は正式にしておりますので、その

分につきましては、今回はもう追認をしていた

だくということで、法律的な部分の、――いわ

ゆる瑕疵をこれで治癒していきたいということ

で考えております。 

○委員長（成松由紀夫君） ですね。瑕疵の分

ですね。 

○委員（大倉裕一君） 追認をせんとは言いま
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せん、追認はするけど、行政としての責任をき

ちっとやっぱり取っていただきたい。そこんと

ころはしっかり受け止めとっていただきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 要望ですね。 

○委員（大倉裕一君） 教科書の案件について、

全部が庄野さんというふうになっているんです

が、ほか、これは随意契約で契約をされてた案

件なのか、それとも競争入札としてされた案件

なのか、そこをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○学校教育課長（加賀真一君） 今、委員お尋

ねの件でございますが、教科書の購入に関しま

しては、これも国が指定しました供給会社が本

県もございます。 

 本県は、熊本県教科書供給所という発行者が

契約を交わしておりまして、その教科書供給所

が選定した書店が直接、学校へ納入するという

ような分になっておりますので、本市におきま

しては庄野学生堂、そこがその書店となってお

りますので、随意契約ということになっており

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） よかですか。 

○委員（大倉裕一君） そこは分かりました。 

○委員長（成松由紀夫君） よかですね。 

 ほかに。 

○委員（堀口 晃君） 今の件で、令和２年の

４月に２件、５６００万円と２６００万円、令

和３年に２３００万円、令和６年に１億８００

万円というふうなところであるんですが、令和

４年、令和５年については、これは対象になっ

てないというか、それどうなっておるんですか

ね。 

○学校教育課長（加賀真一君） 今、委員お尋

ねの件でございますが、教科書の改定につきま

しては、４年に一度改定が行われるものでござ

います。ですので、小学校に関しましては、今

年度２０２４年が、教科書が変わった年でござ

います。（委員堀口晃君「２０２４年」と呼ぶ）

はい。２０２４年。その前は、……すみません。

令和６年度になります。その４年前、令和２年

にまた小学校が変わっております。というよう

に４年ごとに改定があります。 

 中学校に関してはその１年後になりますので、

中学校は令和７年度、――来年度が変わります

ので、その前は令和３年度というふうに、４年

に１回の改定でございます。（委員堀口晃君

「中学校と小学校があるわけだな」と呼ぶ）１

年ずれで。（委員堀口晃君「分かりました」と

呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よかですか。 

○委員（堀口 晃君） 了解です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（橋本徳一郎君） 価格が一括だったり、

デジタル教科書が別だったりというのは、これ

はもう書類のほうから直接抜き出したというも

ので、ですかね。 

 それと併せて、中学校にはデジタル教科書と

いうのが入ってないみたいなんです。これはど

ういうことですか。 

○学校教育課長（加賀真一君） まずはデジタ

ル教科書関係ですが、もうこれ近年、やっぱり

ＩＣＴ教育の推進によって入ってきた分でござ

いますが、令和２年度、小学校教科書部分で教

科書とデジタルが分かれてますが、この分はセ

ット販売で別々の販売がなされておりましたの

で、こういうふうな部分で分けて示しておりま

す。 

 ただ令和６年に関しましては、それがもうセ

ット購入っていうふうになっておりますので、

令和６年は、一つの部分で示すということにな

っております。 

 あと中学校、デジタル教科書はないのかとい

う分ですが、令和３年度に中学校のほうのデジ

タル教科書購入してますが、２０００万円未満
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でしたので、この部分の追認には入れていない

というふうでございます。（委員橋本徳一郎君

「分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 まず、議案第１１６号・小学校教師用教科書

及び指導書に係る財産の取得について（追認）

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 次に、議案第１１７号・小学校教師用デジタ

ル教科書に係る財産の取得について（追認）は、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 次に、議案第１１８号・中学校教師用教科書

及び指導書に係る財産の取得について（追認）

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 次に、議案第１１９号・小学校教師用教科書

及び指導書に係る財産の取得について（追認）

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２１分 本会） 

◎議案第１０７号・熊本県後期高齢者医療広域

連合規約の一部変更について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０７号・熊本県後期高齢者医

療広域連合規約の一部変更についてを議題とし、

説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（髙﨑博文君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）国保ねんきん課の髙﨑でございます。

よろしくお願いいたします。 

 議案第１０７号・熊本県後期高齢者医療広域

連合規約の一部変更について、失礼いたしまし

て着座にて説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（髙﨑博文君） 失礼しま

す。 

 議案書５１ページを御覧ください。 

 下段になりますが、提案理由でございますが、

広域連合の規約を変更しようとするときは、地

方自治法第２９１条の１１の規定により、関係

地方公共団体の議会の議決が必要となりますこ

とから、提案するものでございます。 

 内容のうち、説明につきましては、右上に令

和６年１０月４日、文教福祉委員会、議案第１

０７号・国保ねんきん課と記載しております資

料により行わせていただきます。 

 まず、１、変更の趣旨でございますが、行政

手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

の施行により、令和６年１２月２日から現行の

被保険者証がマイナンバーカードを基本とする

仕組みに移行されることに伴い、被保険者証等

の用語を使用している部分について一部変更を

行うものです。 

 次に、２、変更の内容でございます。 

 規約第４条において、広域連合の処理する事
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務として、被保険者の資格の管理に関する事務、

医療給付に関する事務などが規定されています。

このうち、構成市町村において行う事務は、別

表第２に定められていますが、本年１２月２日

から現行の被保険者証等が発行されなくなるこ

とに伴い、被保険者証及び資格証明書を資格確

認書等に変更するものです。 

 最後に、３、施行期日は令和６年１２月２日

でございます。 

 以上で議案第１０７号・熊本県後期高齢者医

療広域連合規約の一部変更についての説明を終

わります。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 法案の法律との文言

整理ということでは一応分かるんですけども、

ただ、マイナ保険証の実行状態、実用状態とい

うのはまだまだ低いというのがあるんで、この

辺の認識はどういうふうに思われますか。 

○国保ねんきん課長（髙﨑博文君） 今、マイ

ナ保険証の利用が低いというようなことでござ

いましたが、政府のほうでは、マイナ保険証を

基本とする仕組みに、もう法律のほうも改正し

まして、今進めております。ですので、市とし

ましてはっていいますか、マイナ保険証の利用

に結びつくように、市民の方々が不安を抱かな

いような努力が必要かなと思っておりますので、

これからも進めるところで考えております。 

○委員（橋本徳一郎君） 実際、医療機関での

利用というのはまだまだ実用段階にないなとい

う印象をずっと受けておりまして、まだまだ誤

登録なども報告がされているということもある

ので、焦ってする必要はないのかなというふう

に思います。すいません、意見です。 

○委員長（成松由紀夫君） 徳一郎委員、規約

の一部変更だから。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１０７号・熊本県後期高齢者医療広域

連合規約の一部変更については、可決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手多数と認め、

本案は可決されました。 

                              

◎議案第１１１号・八代市国民健康保険条例の

一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、条例議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第１１１号・八代市国民健康保険

条例の一部改正についてを議題とし、説明を求

めます。 

○国保ねんきん課長（髙﨑博文君） 引き続き

よろしくお願いいたします。 

 議案第１１１号・八代市国民健康保険条例の

一部改正について、失礼いたしまして、着座に

て説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（髙﨑博文君） 失礼しま

す。 

 議案書は５９ページと６０ページでございま

すが、説明につきましては、右上に令和６年１

０月４日、文教福祉委員会、議案第１１１号、

国保ねんきん課と記載しております資料により

行います。 

 まず、１、改正の趣旨でございますが、先ほ

どと同じく、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律等の一
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部を改正する法律の施行により、令和６年１２

月２日から、現行の被保険者証がマイナンバー

カードを基本とする仕組みに移行されることに

伴い、八代市国民健康保険条例における被保険

者証に係る規定の削除、字句の整理等を行うも

のです。 

 次に、２、改正の内容でございますが、（１）

新旧対照表の第１１条は、被保険者証の廃止に

より、国民健康保険法の一部が改正されたこと

に伴い、引用する項番号を改めるとともに、被

保険者証に係る規定を削除するものです。 

 第１３条は、免れた、の字句を整理するもの

です。 

 （２）罰則に関する経過措置についてでござ

いますが、被保険者の資格の取得及び喪失の届

出をしない、虚偽の届出をする、国民健康保険

税を納付しない者が被保険者証の返還の求めに

応じない、といった行為については、条例改正

後も条例改正前と同様の罰則を適用するよう経

過措置を定めたものでございます。 

 最後に、３、施行期日は令和６年１２月２日

でございます。 

 以上で、議案第１１１号・八代市国民健康保

険条例の一部を改正する条例についての説明を

終わります。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（橋本徳一郎君） 被保険者証はまだ、

マイナ保険証に関しても整備が不十分という点

もありますので、まだ文言を消すのは早いかな

という印象があります。（委員増田一喜君「法

律だろもん」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） 意見ですね。 

○委員（橋本徳一郎君） 意見です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１１号・八代市国民健康保険条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手多数と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３５分 本会） 

◎議案第１０９号・八代市個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に

ついて（児童手当法関係） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０９号・児童手当法関係に係

る八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部改正についてを議題とし、

説明を求めます。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） こども未来課、森田です。よ

ろしくお願いいたします。（｢よろしくお願い

します」と呼ぶ者あり） 

 議案第１０９号・八代市個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に

ついて御説明いたします。着座にて失礼いたし

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） 議案書は５５ページから５６

ページになります。 

 説明は、配付しております右上に議案第１０
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９号関係資料とあります資料にて行います。 

 まず、改正理由ですが、児童手当について児

童手当法の一部が改正され、１０月分から拡充

されることとなりました。その見直しの１つで

ある児童手当の支給要件に係る所得制限の撤廃

及び一定の所得以上の者に対する特例給付が廃

止されることに伴い、本条例の字句を整理し、

改正するものです。 

 改正内容としましては、本条例において、個

人番号の利用や特定個人情報の提供を可能とし、

定めている事務のうち、生活に困窮する外国人

に対する生活保護の措置に関する事務について、

児童手当及び特例給付の特定個人情報を取り扱

うことが可能とされていることから、今回廃止

される特例給付の字句を削除するものです。 

 施行日は公布の日からといたします。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１０９号・児童手当法関係に係る八代

市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３８分 本会） 

◎議案第１１０号・八代市個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に

ついて（生活保護法関係） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１０号・生活保護法関係に係

る八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部改正についてを議題とし、

説明を求めます。 

○生活援護課長（萩野賢志君） 生活援護課の

萩野でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第１１０号・八代市個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に

ついて、引き続き御説明いたします。着座にて

失礼いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○生活援護課長（萩野賢志君） 議案書は５７

ページと５８ページでございます。 

 説明は、配付しております資料にて行います。

資料は右上に議案第１１０号関係資料と記載さ

れているものを用いますので、資料を御覧くだ

さい。 

 まず、改正理由ですが、生活保護法の一部改

正により、進学準備給付金が進学・就職準備給

付金に改められたことに伴い、改正するもので

す。 

 改正内容としましては、本条例において、個

人番号の利用や特定個人情報の提供を可能とす

ると定めている事務のうち、こども医療助成に

関する事務について、進学準備給付金の支給に

関する特定個人情報を取り扱うことが可能とさ

れていることから、今回改正される進学・就職

準備給付金に変更するものです。 

 施行日は公布の日からといたします。 

 説明は以上になります。御審議のほど、よろ

しくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません
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か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１０号・生活保護法関係に係る八代

市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退出ください。 

（執行部 退室） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、本委員会に

付託となっている請願、陳情はありませんが、

郵送等にて届いております要望書等については、

タブレット端末にて御確認願います。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午前１１時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４３分 本会） 

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（公立保育所の現状と今後の取組について） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 まず、８月２３日に開催しました文教福祉委

員会の所管事務調査において、大倉委員から御

質問がありました幼稚園に係る普通交付税の算

定について、執行部より発言の申出があってお

りますので、これを許します。 

○教育部長（田中智樹君） 失礼いたします。 

 去る８月２３日に行われました、文教福祉委

員会所管事務調査において、大倉委員より御質

問がありました、幼稚園再編による普通交付税

への影響についてお答えをいたします。 

 令和６年度の地方交付税の算出資料より確認

いたしましたところ、これまでの算定費目――

いわゆる測定単位でございますけども、そこに

は幼稚園の幼児数という測定単位がございまし

たが、今年度から新たな算定項目として、こど

も子育て費という部分が新設され、ほかの子育

て関連経費と合わせまして、１８歳以下人口を

新たな測定単位として算定されることとなって

おります。 

 このため、今回の市立幼稚園の再編に当たっ

ては、普通交付税への影響はないということに

なります。 

 以上になります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの件につ

きましては、御承知おきを願います。 

 大倉委員、よろしいですか。（委員大倉裕一

君「はい」と呼ぶ） 

 次に、執行部より、保健・福祉に関する諸問

題の調査に関連して１件、発言の申出があって

おりますので、これを許します。 

 それでは、公立保育所の現状と今後の取組に

ついて、説明を願います。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） こども未来課、森田でござい

ます。 
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 それでは、公立保育所の現状と今後の取組に

ついて御説明いたします。着座にて失礼いたし

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） それでは、事前に配付させて

いただいております資料を御覧ください。 

 少子化に伴い、就学前の児童数は年々減少し

ており、保育所の利用児童数は、公立、私立に

おいても減少傾向にあります。 

 このような中、公立保育所においては、平成

２５年５月に取りまとめた公立保育所の在り方

の方針に基づき、民営化や統廃合等に取り組ん

でいます。今回は園児数が２０名を切っており、

今後減少する見込みがある、宮地さくら保育園

と、泉町の下岳保育園の現状と今後の取組につ

いて説明いたします。 

 まず、宮地さくら保育園の現状でございます

が、（１）宮地校区の保育園の園児数の状況で

す。宮地校区には、令和２年７月豪雨で被災し

た坂本町にありました、かわたけ保育園が、令

和４年７月に校区内に新たに開所しており、現

在は公立１園、私立２園の３園となっています。

各園の園児数は、宮地さくら保育園が１８人、

バンビ保育園が５９人、かわたけ保育園が５５

人となっており、私立２園への就園が多くなっ

ています。公立の宮地さくら保育園は定員を大

きく割っている状況です。 

 次に、（２）宮地さくら保育園の園児数の推

移です。令和４年度は３５人、令和５年度以降

から減少が大きくなり、１３人減の２２人、令

和６年度は１８人となっています。４歳児、５

歳児の園児数が多く、今後、４歳・５歳児が卒

園し、新たな入園児がない場合は、令和８年度

には１０人を切って６人の見込みとなります。 

 次に、（３）宮地校区の子供の通園状況を見

ますと、宮地さくら保育園は１５人、バンビ保

育園には１６人、かわたけ保育園は１２人と、

４３人の子供が同じ宮地校区内に通園していま

す。宮地校区外には２２園の保育園に４８人通

園しております。半数以上は校区外の保育園に

通園している状況です。 

 このようなことから、宮地校区では、私立保

育園や校区外の保育園の利用を選択される家庭

も多く、宮地さくら保育園においては、今後、

利用児童がかなり減少することが想定されます。 

 そこで今後の取組としまして、まずは保育園

保護者や地域の皆様に現状を知っていただき、

御理解をいただくことが必要と考えます。１０

月以降に現状について丁寧に説明をしてまいり

ます。また、１１月には令和７年度の入所申込

みを開始するため、入園を希望される方に対し

ましても、個別に現状等を説明してまいります。 

 整理方針につきましては、今後の入所状況を

見ながら、継続実施または民営化や統廃合等の

検討を行いたいと思います。 

 次に、②の泉町の下岳保育園です。園児数の

状況は、４歳児３人、５歳児２人と計５名とな

っており、３歳児以下の子供がいない状況でご

ざいます。今後、園児数の減少は避けられない

状況です。 

 下岳保育園は泉町唯一の保育園であるため、

廃園はしない方針です。現在の状況について、

保護者や地域の皆様に説明し、御理解を求めた

いと思います。 

 令和７年度以降は、今後の園児数の状況に応

じて分園、休園等の検討を行いたいと考えてお

ります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、本件に

ついて何か質疑、御意見等ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） まず、宮地校区の保

育園の利用状況なんですが、宮地校区外の保育

園に預けてられる方の理由というのは何かお聞

きになっていますか。 
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○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） 宮地校区の子供の家庭が宮地

校区外に通園されている理由としましては、や

はり勤務先、お仕事の先が校区外にあるとか、

そういった理由が主に考えられるかなというこ

とを考えております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（増田一喜君） 宮地さくら保育園がえ

らい減っているんですよね。 

 十数年前だったかな、民営化するとかどうと

か言って、皆さん物すごくこう、やめてくれっ

ちゅうことで騒がれたんですけど、それからぐ

んぐんぐんと落ちてきているみたい、これ、ど

ういう理由があるんでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） 激減について。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） 全体的に申しますと、児童数、

少子化によりまして子供の数が減っているのも

理由がございます。また、それに伴いまして、

保育園の利用というのも全体的に減っているの

が現状です。 

 今回、宮地校区につきましては、かわたけ保

育園さんが坂本町から近くの宮地校区のほうに

新たに新設されておりますので、そういった私

立の保育園のほうにも園児が少し流れたという

のが理由の１つかなと考えております。 

○委員（増田一喜君） 私立のほうが多いちゅ

うのは、まあまあ分かるんですけど、公立でい

ったら公立のほうが、あれは、保育料は安いん

じゃないかなと思って。そこらあたりの差は、

何かあるんですか。公立は高いんですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 公立、私立の差に

ついて。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） 現在、保育料については、昨

年の９月から無償化をしておりますので、保育

料は特に私立、公立、差はございません。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（堀口 晃君） ②の下岳保育園の件な

んですが、泉町唯一の保育園であるため廃園は

しないという方針はもう決まっているというこ

とで、それと、その分園、休園というこの分園

と休園をもう少しちょっと分かりやすく御説明

していただいていいですか。 

 廃園はしない、けども、分園、休園はすると

いうこんな話ですんで、そこのところを少しち

ょっと詳しく話をしてもらえないでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） 分園、休園につい

て。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） 下岳保育園については、廃園

はしない方針でございますが、今後、児童数の

減少がなりますと、まずは分園という形で、本

園を鏡保育園としまして、（委員堀口晃君「鏡

保育園」と呼ぶ）園長を下岳保育園に置かず、

分園という形で下岳保育園のほうを実施したい

と考えております。 

 メリットとしましては、なかなか園児数が少

ないと、集団での保育というのができませんの

で、分園をすることによって、鏡保育園のほう

でいろんな行事等にも参加できるメリットがあ

るかと思います。 

 休園につきましては、園児数がもうゼロにな

った時点で一旦休園をすると考えておるところ

です。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

 鏡保育園が主たるところになって分園という

ふうな形になるという話ですね。了解しました。 

 あのですね、例えば今４歳児、５歳児、令和

６年９月現在ですよね。３人、２人で５人です

よね、今合計がね。あと２年もして、例えばゼ

ロ歳児ももう、あと２年入ってこんやったらも

う２年で休園という形になるというふうな、も
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う入ってこないでゼロになるんだったらもう休

園という形になる。そこはもう空き家になると

いうことになるんですかね、休園になった場合

には。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） 一旦休園になりますと、建物

自体は使用しないことになりますけれども、今

後また入園児がある場合は再開を予定しますの

で、管理等はしながら、施設の管理していきた

いと考えております。（委員堀口晃君「管理は

する」と呼ぶ）はい。（委員堀口晃君「はい、

分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） ２の下岳保育園の関係

でお尋ねをしたいんですけど、宮地校区は民間

の保育園とかも合わせて３園あって、校区外の

ほうに子供たちが通っている児童がこれだけい

るんですよという資料があるんですけど、この

下岳保育園の通園範囲内に子供さんが何人おっ

てとか、その地域にほかの民間の保育園があっ

たりとか、そういったデータはございませんか。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） 下岳保育園の近隣の保育園で

申しますと、東陽校区にございます私立の太陽

保育園、こちらが現在定員３０名のところ、２

３名の入園児でございます。 

 また以前、公立で民営化しております河俣保

育園、こちらが定員２０で現在入園児が１２名

ということになります。 

 こちらが主に近い、近隣の保育園ということ

になります。ですので、下岳保育園のほうに通

園できないということであれば、こういった近

隣の保育園を御紹介していくといったところに

なるかと思います。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございます。 

 今の御説明いただいた太陽保育園と河俣保育

園に、泉町のほうから利用されている方がいら

っしゃるんですか。河俣保育園と太陽保育園。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） 申し訳ございません、今手元

にちょっと情報がございませんので。 

 ただ泉町の園児さんも、校区外の保育園を利

用されている御家庭も、一部ございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 一部あるちゅうこ

とね。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（森田克彦君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 分かりました、はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で、

公立保育所の現状と今後の取組についてを終了

します。 

 執行部は御退室ください。 

（執行部 退室） 

○委員長（成松由紀夫君） そのほか、当委員

会の所管事務調査について、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

所管事務調査２件についての調査を終了いたし

ます。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申出をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって、文教福祉委員会を散会いたし

ます。 
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（午前１１時５８分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和６年１０月４日 

文教福祉委員会 

委 員 長 
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